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○村田町子ども医療費の助成に関する条例施行規則 

平成１６年９月１４日 

規則第１６号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、村田町子ども医療費の助成に関する条例（平成１６年村田町条例第９号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平２０規則４・一部改正） 

（社会保険各法） 

第２条　条例第４条第１項に規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。 

（１）　健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２）　船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３）　私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４）　国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５）　地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（平２８規則１９・旧第４条繰上） 

（受給資格登録申請書等） 

第３条　条例第５条第１項に規定する登録申請書及び第３項に規定する更新申請書は、子ども

医療費受給資格登録（更新）申請書（様式第１号）とする。 

２　条例第５条第４項の通知は、子ども医療費助成認定通知書（様式第２号）又は子ども医療

費受給資格登録（更新）申請非該当通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（平１８規則２６・一部改正、平２８規則１９・旧第５条繰上、平３０規則２３・一

部改正） 

（受給者証） 

第４条　条例第６条第１項に規定する受給者に対し、子ども医療費助成受給者証（様式第４号）

（以下「受給者証」という。）を交付するものとする。 

（平１８規則２６・一部改正、平２８規則１９・旧第６条繰上、平３０規則２３・令

２規則１８・一部改正） 

（変更届） 

第５条　条例第６条第２項に規定する届出は、子ども医療費受給資格内容等変更届出書（様式

第５号）に受給者証を添付して行うものとする。 

（平１８規則２６・一部改正、平２８規則１９・旧第７条繰上、平３０規則２３・一

部改正） 
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（助成申請書） 

第６条　条例第８条第２項に規定する申請は、子ども医療費助成申請書（様式第６号）により

行うものとする。 

（平１８規則２６・平２０規則４・平２０規則１５・一部改正、平２８規則１９・旧

第８条繰上、平３０規則２３・一部改正） 

（交付決定通知書） 

第７条　条例第９条に規定する通知書は、子ども医療費交付決定通知書（様式第７号）とする。 

（平１８規則２６・一部改正、平２８規則１９・旧第９条繰上、平３０規則２３・令

２規則１８・一部改正） 

（受給者証の再交付） 

第８条　受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けよう

とするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書（様式第８号）により町長に申請するも

のとする。 

（平１８規則２６・一部改正、平２８規則１９・旧第１０条繰上、平３０規則２３・

一部改正） 

（受給者証の返還） 

第９条　受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、

速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。 

（平２８規則１９・旧第１１条繰上） 

附　則 

（施行期日等） 

１　この規則は、平成１６年１０月１日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用す

る。 

（登録等の特例） 

２　規則第５条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行う

ことができるものとする。 

（村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止） 

３　村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則（昭和６１年村田町規則

第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

４　廃止前の村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸

様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。 



3/12

附　則（平成１８年９月２９日規則第２６号） 

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附　則（平成１９年３月２８日規則第８号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附　則（平成２０年３月２６日規則第４号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附　則（平成２０年９月２５日規則第１５号） 

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附　則（平成２４年１１月３０日規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２４年１０月１日から適用する。 

附　則（平成２５年３月２９日規則第１４号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附　則（平成２８年３月２４日規則第５号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附　則（平成２８年１２月７日規則第１９号） 

（施行期日） 

１　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の改正後の規則第３条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則

の公布の日から行うことができるものとする。 

附　則（平成３０年９月２６日規則第２３号） 

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附　則（令和２年９月１日規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和３年１２月２４日規則第１９号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

（令２規則１８・全改、令３規則１９・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平３０規則２３・全改） 

様式第３号（第３条関係） 

（平３０規則２３・全改） 

様式第４号（第４条関係） 

（平３０規則２３・全改、令２規則１８・一部改正） 

様式第５号（第５条関係） 

（平２８規則１９・全改、令３規則１９・一部改正） 

様式第６号（第６条関係） 

（平２８規則１９・全改、令３規則１９・一部改正） 

様式第７号（第７条関係） 

（平３０規則２３・全改、令２規則１８・一部改正） 

様式第８号（第８条関係） 

（平２８規則１９・全改、令３規則１９・一部改正） 


